
入契法※に基づき、国交大臣・総務大臣・財務大臣が案を作成し、閣議決定

○ 発注者（国、地方公共団体、特殊法人等）は、適正化指針に従って必要な措置を講ずる努力義務を負う。

○ 上記３大臣は、各発注者に措置の状況の報告を求め、その概要を公表。

○ 国交大臣及び財務大臣は各省各庁の長等に対し、国交大臣及び総務大臣は地方公共団体に対し、
特に必要と認められる措置を講ずべきことを要請。

適正化指針とは

※ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

ⅰ） 激甚化・頻発化する災害への対応力の強化が急務。また、建設発生土の適正処理を推進する必要。
ⅱ） 資材等の価格高騰への対応のため、公共工事の受発注者間の価格転嫁を適切に行う必要。
ⅲ） そのほか、公共工事の円滑な施工の確保や担い手の中長期的な育成・確保、処遇改善のため、

ダンピング対策等の入札・契約適正化の取組を一層徹底する必要。

Ⅰ．復旧・復興ＪＶ、建設発生土の適正処理
 大規模災害の被災地域における施工体制の確保を図るため、共同企業体の類型として復旧・復興ＪＶを追記

 建設発生土の適正処理の推進のため、

• 予定価格の設定に当たり適正な積算を行うべきものの例示に建設発生土等の運搬・処分等に要する費用を明記

• 設計図書に明示するなどして関係者間で共有すべき情報の例示に建設発生土の搬出先に関する情報を明記

Ⅱ．適切な契約変更
 契約変更の必要性が生じうる事情の例示に資材等の価格の著しい変動、納期遅れ等を明記

Ⅲ．その他
 ダンピング対策の理由として、公共工事を実施する者の適正な利潤の確保について追記

 ダンピング対策の徹底を図るため、低入札価格調査基準等を適正な水準で設定することについて追記

 技能労働者の育成及び確保に資する労働環境の整備を図るため、国・発注者によるCCUS活用促進の取組について追記

変更のポイント

公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針 （適正化指針）

変更の概要 令和４年５月２０日一部変更閣議決定


